
（参考）補助⾦交付⼿続フロー

①補助⾦申請の照会

②補助⾦交付申請書（１号様式、別紙１事業計画書）

③交付決定（通知）

 【変更がある場合】
④変更承認申請書（内容、経費区分）（３号様式、別紙１事業計画書）※１

⑤内容変更（通知）

⑥補助⾦変更交付申請書（２号様式、別紙１事業計画書）※２

⑦変更交付決定（通知）

⑧実績報告書（７号様式、別紙１実績報告書）

⑨補助⾦の額の確定（通知）・交付

 【該当がある場合】
 ○中⽌⼜は廃⽌する場合

中⽌（廃⽌）承認申請書（４号様式）

 ○予定の期間内に終了しない⼜は遂⾏困難な場合
遅延等報告書（５号様式）

 ○遂⾏状況の報告を求められた場合
遂⾏状況報告書（６号様式）

 ○補助⾦の概算払いを請求する場合
概算払い請求書（８号様式）

 ○消費税及び地⽅消費税に係る仕⼊控除税額が確定した場合
消費税額及び地⽅消費税額の確定に伴う報告書（9号様式）

 ○取得財産処分の承認を申請する場合
補助事業財産処分承認申請書（10号様式）

 ※１ 経費の配分の変更をする場合 （要綱第４条第１号）
   補助事業の内容の変更をする場合 （要綱第４条第２号）
 ※２ 交付決定額の変更をする場合 （要綱第５条）
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補助対象事業の実施


